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附則

一の規則は.平成1叫.6月4 Hから施行する。ただし

木則に1条を加える改」|-:規定は・M月11口から施行する、

川水域¢水質汚濁防IL法（昭和托年法律第13S奇）第

2条第1項に規定する公共川水域をいう。次項におし'

て同じ。）に直接排山される水その他の液体（以下

'排水』という。）に関する川崎市公害防止等生活環境

川崎市公杏管理規則の-部を改¢する規則をここ|二公

・fll' '1-^0

  平成19年5 31口

川崎ホ奴一阿部孝夫

川崎市規則第6フ号

川崎市公舎管理規則の一郎を改正する規則

川崎市公-公管理規則（昭和4パドー川崎市規則第9号）の

・部を次のように改正する。

別返第114E康福祉局の項中

の保全に問する条例{平成11年川崎市条例第50号・）第

45条第1項に規定する規制站乎（附則別装備考第1頃

において「規制基呼」というjについては、この規

則の施行のHから平成23印-1:りj u)日までの間は、改正

後の規則別表第uの板定にかかわらず.それぞれ附則

5川表の右欄に掲げるとおりとする。

3 附則別去の中欄に掲げる梨補（下水道業を除く,J

に属する既役の事菜所から俳川される水その他の液体

(公共用水域にK接排出されるものを除く。）の処理施

背理公介

職員公念

瞞R公介

長拜托管理人宰

有碍南医師*合

※新作教U宿舎

1宰

1棟!5

1戸

を

什s公¢? 長莊奸没理人>: 1宗

に改める。

別左第3新作教員宿帝の項を削る。

附則

二の規則は、公布の|.!から施行する。

川崎市公杏防止等生活環境の保余に関する条例施打・扱

!む|の一部を改正する規則をここに公布する、

ヅ-成19年5月:J1R

川崎市レ阿部孝夫

川崎市規則第6S号

川崎一町公害防止等生活環境の保全に間する'

条例施行規則の一部を改正する規則

11崎市公̂防止等生一環境の保全に間する条岡施打規

則（羊成12年川崎市規則第]2がパの一部を次のように

改|卜:する。

別表第11亞鉛及びその化合物の項中「3ミリグラム」

をI 2ミリグラムjに改める。

附HO

(施行期H)

1この規則は、平成19年6月]1RIから施行するc

(経過措後)

2 附則別去の左欄に掲げる排水指定物域の種類につき

M表の中禰に掲げる業種に属する既設の事業所¢改正

後の規則別我第II煉考第1項に規定する新段の卒粟所

設くこっいては、当眩処埋胞設に水その他の液体を排出

する既設の1¢業所の城する坊梳に属するtのとみなし

て、前項の規定を適用する，

附則別表（附則第2項関係)

排水指®物¢¢

のS想
支種

亜鉛艮びその

化介物
金属鉱業一
無機邸料弛造恭

許容限也'

1リットルEこ

つき匝船とし

て3ミリグラ

無捜化学'|:.業製品攻造装（ソーA

ダエ業、無機顔料W遍栗，EE

縮ガス・液化刃ス1W造業及び

&製造集を除く，以f同じJ

茨面処埋鋼材製造栗

非鉄金属第一次製糾・ー裕製業一
井鉄金属沿二次®£k ・精製業

辿設用-述築用金・W製品製造

黑（汲而処理を行・）tのに限

る。以下'印じc)

  溶融めっき粟ー 
電気めっき業

下水道萊（金萬肱S:.無機顔

料製造策.無機化勺:エ・葉製品

製造業、衣面処埋fflM・製透案、

非鉄金典第一次赳秘・精製業.

非鉄金属狼二次製躰・精製第.

建設用・站築用金取製造業，

溶融めっき業又は屯気めっき

業に属する特定事樂場（T水

逆法（昭相33年法什第79号）

第12条の2第I項に規定する

特定¢萊扱をい・）。側考第2

項において「特定廿策扱」と

いう，）から排出される水を受

け人れているものであっで、

--定の条件に核dするものに

限る，:！

以外のエ拗父は事業©をいう,，以下同U)から公共

一 9SC -
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憫考1このおの中欄に掲げる集種に庇する既設の爭

哭所がId時に|nj欄に祀げる業補以外の樂極にも

城する屯合においては、当技耽設の果業所に係

る排水に含まれる亜鉛及ぴその化合物に係る規

制基汗・；こついては、同表の右服に揭げ〇許郭限

位を滴川する。

  2 「一 山の条件」とは.次の蛛式により計算さ

れた做が2を超えることをいう.：

i C 1-Q i

Q

-い:し1とは、巧核下水道に水を排出する利定

解業叫ごとの排出する水の!lli鉛含介世の通常

の植い靴1リットルにつきミ'Jグラム）

[幻Qiとは，う該卜水道に水を排川する特定

事業場ごとの排出する水の通常の撮(単位

1bに・つき、7:法メー トル）

'・・31 Q.とは、巧咳下水道に係る排水の通常の皆

(單位1日につき、・く法メー トル）

3排水の測定方法は・改正後の規則別表第11®

吟第7項策:^号に定めるところに上るものとす

告

川崎市告示第255号

迫路の区城の変史に関する告示

道諸法（昭和2バt法化第】;a〇i>)第is条第1項の規定

に基づき、道路の区域を次の上うに変疋します。

その岡閑面！し速役局土木智埋部辟理鍵において、

平成19年5月1S川から丁-成19年5月30IJまで-・般の縱箆

に供しますfl

甲成川年5.IU6日

川崎市拉阿部卒夫

道|塔の稲頌市泊

路.敏名及び区域梵史区問等

m.新

別

新

  J

路，捺名|区

問

服地の延逆

幅員

tin)

I川略松-:浦区馴
  馬 絹：1775 S26先

艾明母線川崎市'以前区蔣絹

  I 1776番23先

馬 糾

諮湘号線

川埼ffi宮前区馬糾

1775・粘2先

川崎巾丁!・的区沿梢

1776拵6先

J.66

i

3.77

W

:kSS

Gil)

I i,3¢

11.313

拘与

川崎市告示第256号

道路洪用'!i!始に関する告ポ

道路法（昭和27年法律第180号）第1S粂弟:2項の規定

に基づき、次の道路の供用を平成19年5月H川から開始

します,，

その叫係図心は、迪設局士木管理部管理課において，

平成19年:5月ドillから平成19年5月御まで一般の縦覧

 に供し屯す。

平成 19 年 5.f]]6hl

川崎市艮W剖孝失

  路線和供川閲始のI:ズ：[；IJ |仙考

  itr llWm宮 A;iK爵胡177(5 番 22先

®站せ川|||iVli宮叫ぼ馬絹1776番6先

川崎市告示第257号

芯路の[ベ域の変史に間する告ノ!：

道略法(昭和27年怯作第|80号)沈US粂第1項の蛆定

に基づき.道路の区域を次のように変更し;1・す。

その関係図而は.M!段局土木管理部管理課において・

平成19年5月2] 13から平成19年6乃4 Bまで一般の縱覚

に供します。

平成L9年5川21口

川崎・h畏阿部考・><

道路の柿煩r|i道

路棟名&び区域変更区問等

10 ・新
則

路線名

旧 '・P 丸(.

3517号線

新 中丸r-

第|7号褪

  IX 聞

川崎d;中原K巾丸子

2防番9先

川崎心中博区中丸子

  郎9番9先
川埼巾甲原区中丸子

⑶、番1先

川崎Hi中原区1・|・」丸子

1205番先

蚊地の| iii投
幅m!
Ctn),(in)

6.00

f

G.S0

0.00

5.27

ーーI

仙考

隅切

 り部

川崎市告示第̂^号

近路洪Ml開始に閲する缶示

道路法（昭和2?年法律第1卽号）第13粂祀2項の規定

に基づき.次の道路の|ル用を平成19年5月21Wから開始

  します。^

その閲係図而は、迪設屍土木管理部管埋牒において.

平成19年5月21(3から平成L9倅6月4 Sまで一般の縦嫁

に供します。

平成]9牢5月21f]

川略市畏W郁孝宍

  !路線冬|_ 供川開始の問Wi考・ i

I:p 丸子川崎巾中昭iX中丸了-弛J番1先

茶17 S・線川>iHi中|SMS中丸f-12〇S番先

IW切

・J部

，95 L '


